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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 オムツ券利用者名簿 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護用品支給事業対象者の把握及び利用額の管理 

記録項目 

１申請受付日、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６

介護認定情報（介護度）、７介護認定情報（発行期間初め）、８

介護認定情報（発行期間終わり）、９介護認定情報（認定最終

日）、１０喪失日、１１利用者別月利用額 

記録範囲 介護用品支給対象者 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 消防署・警察署・地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 ひとり暮らし高齢者登録票名簿 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
市及び民生委員が地域において擁護が必要となる高齢者の

実態を共に把握するため 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３氏名、４性別、５生年月日、６住所

７電話番号、８行政区、９民生委員氏名、１０住居の情報、１

１賃貸主住所、１２賃貸主電話番号、１３備考、１４緊急連絡

先氏名、１５緊急連絡先続柄、１６緊急連絡先住所、１７緊急

連絡先電話番号、１８死亡・転居情報 

記録範囲 
対象高齢者本人、対象高齢者の担当民生委員、対象高齢者が住

む借家の賃貸主、対象高齢者の緊急連絡先 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民生委員・消防署・警察署・社会福祉協議会・地域包括支援

センター・町内会役員 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 異動連絡票台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
一部業務を国保連合会に委託している。適正な事業実施のため

情報のやりとりが必要であるため。 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６被

保険者種別、７要介護度、８認定有効期間、９医療保険情報、

１０認定関連情報、１１減免・給付制限情報、１２住所地特例

対象者情報 

記録範囲 要介護認定者及び要支援認定者 

記録情報の収集方法 受給者台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県国民健康保険連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 医療給付情報突合リスト 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護給付の適正化を図るため。 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５要介護度、

６認定有効期間開始年月日、７認定有効期間終了年月日、８事

業所番号、９事業所名、１０事業所住所、１１サービスコード、

１２サービス名、１３入院年月日、１４退所年月日、１５保険

日数、１６保険単位数、１７保険者番号、１８被保険者番号、

１９被保険者名、２０医療機関名、２１医療機関コード、２２

医療機関電話番号、２３医療機関住所、２４給付点検、２５入

院区分、２６資格得喪エラー、２７入院年月日、２８診療実日

数、２９決定点数、３０診療実日数、３１レセプト管理番号、

３２明細番号 

記録範囲 要介護（要支援）認定者のうち、介護サービス利用者 

記録情報の収集方法 愛知県国民健康保険連合会よりメール 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 愛知県国民健康保険連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険給付実績台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護給付適正化事業のため、サービスの利用状況を確認する必

要があるため 

記録項目 
１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６被

保険者種別、７要介護度、８認定有効期間、９給付実績情報 

記録範囲 サービス利用者本人 

記録情報の収集方法 国保連合会情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険資格者台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

65歳以上の者、40歳以上 64歳以下の特定疾病により要介護認

定申請をした者、被保険者証を亡失等した者に対して介護保険

被保険者証の発行を行うために利用する。 

記録項目 

１被保険者番号、２異動日・届出日情報、３宛名番号、４個人

番号、５世帯番号、６氏名、７住所、８資格得喪情報、９医療

保険情報、１０住所地特例情報、１１生活保護情報、１２老齢

福祉年金情報 

 

記録範囲 
６５歳以上の者、４０歳以上６４歳以下の特定疾病により要介

護認定申請をした者、被保険者証を亡失等した者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 
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記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険償還払給付台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅改修及び福祉用具購入費の給付業務を行うため 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６被

保険者種別、７要介護度、８認定有効期間、９支給基本情報、

１０償還明細情報、１１給付額、１２振込先口座情報 

記録範囲 住宅改修支給及び福祉用具購入支給申請者、相続人等 

記録情報の収集方法 住宅改修支給申請書及び福祉用具購入支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、相続人等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険要介護（要支援）認定受給者台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

65歳以上の者（または 40歳以上 64歳以下の方で特定疾病のあ

る者）の、介護保険要介護認定の申請を受付、要介護（要支援

もしくは非該当、申請却下）認定決定を行うために利用する。 

記録項目 

１被保険者番号、２異動日・届出日情報、３宛名番号、４個人

番号、５世帯番号、６氏名、７住所、８要介護認定申請情報、

９訪問調査依頼情報、１０医療保険情報、１１主治医意見書依

頼情報、１２前回申請情報、１３要介護認定一次判定・二次判

定情報、１４要介護認定決定情報、１５居宅サービス計画届出

情報、１６公費負担上限額減額有無、１７負担割合情報、１８

給付制限情報、１９施設入退所情報、２０後期・国保情報 

記録範囲 要介護認定申請者、主治医 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム、要介護（要支援）認定申請書、、

居宅サービス計画作成依頼書、介護認定審査会ソフト 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 



2 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険料還付・充当台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
資格喪失により保険料が変更になり還付が発生した者及び重

複納付等により還付が発生した者の管理 

記録項目 

１被保険者番号、２納付者氏名、３納付者生年月日、４納付者

性別、５納付者住所、６通知先氏名、７通知先住所、８通知日、

９還付日、１０事由、１１方法、１２口座情報、１３還付元調

定年度、１４元科目、１５元期別、１６収納日、１７元収納額

計、１８対象額計、１９明細合計額、２０加算金、２１充当合

計額、２２還付合計額 

記録範囲 納付者本人、通知先 

記録情報の収集方法 納付者本人、相続人、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 納付者本人もしくは相続人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 介護保険料賦課台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険法第 9条の規定による第 1号被保険者及び第 2号被保

険者（法第 68条給付制限の場合）の介護保険料管理 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６異

動日、７異動事由、８更正事由、９徴収区分、１０年間保険料、

１１差引保険料、１２減免額、１３減免事由、１４減免決定日、

１５収納送信日、１６特徴中止日、１７回付区分、１８通知書

区分、１９発付日、２０特別徴収額、２１普通徴収額、２２段

階、２３本人課税状況、２４本人合計所得、２５本人課税年金

収入額、２６同居人課税状況、２７同居人合計所得、２８同居

人課税年金収入額 

記録範囲 介護保険第１号被保険者及び第２号被保険者 

記録情報の収集方法 住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人もしくは相続人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 



2 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１９日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 救急医療情報キット配布名簿 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 救急医療情報キットを申請した対象高齢者の把握 

記録項目 

１受付番号、２受付年月日、３氏名、４住所、５地区、６電話

番号、７生年月日、８世帯分類、９民生委員氏名、１０備考、

１１決定通知日 

記録範囲 対象高齢者本人、対象高齢者の担当民生委員 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 民生委員、消防署、警察署、地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 緊急通報システム台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
緊急通報システム設置者情報の把握及び設置事業者・警察消

防・民生委員等との情報共有 

記録項目 

１受付番号、２氏名、３生年月日、４住所、５性別、６電話番

号、７血液型、８緊急連絡先氏名、９緊急連絡先続柄、１０緊

急連絡先住所、１１緊急連絡先電話番号、１２かかりつけ医療

機関名、１３かかりつけ医療機関住所、１４かかりつけ医療機

関電話番号、１５特記事項、１６民生委員氏名、１７設置日、

１８取り外し日、１９設置事業者 

記録範囲 対象者本人、対象者の担当民生委員、対象者の緊急連絡先 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
民生委員、消防署、警察署、地域包括支援センター、医療機関、

設置事業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 高額医療・高額介護合算台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
一部業務を国保連合会に委託している。適正な事業実施のため

情報のやりとりが必要であるため。 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６電

話番号、７医療保険情報、８振込先口座情報、９自己負担額情

報、１０計算結果連絡票情報、１１滞納情報 

記録範囲 介護保険第１号被保険者及び第２号被保険者、相続人等 

記録情報の収集方法 国保連合会から送付される csvファイルの取り込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、相続人等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 高額介護（予防）サービス費給付台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
一部業務を国保連合会に委託している。適正な事業実施のため

情報のやりとりが必要であるため。 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６被

保険者種別、７要介護度、８認定有効期間、９高額対象情報、

１０振込先口座情報 

記録範囲 高額介護（予防）サービス費支給対象者、相続人等 

記録情報の収集方法 国保連合会から送付される csvファイルの取り込み 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、相続人等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 



1 

個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 高額介護（予防）サービス費振込先台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅改修の給付業務を滞りなく行うため 

記録項目 １被保険者番号、２氏名、３振込先口座情報 

記録範囲 高額介護（予防）サービス費支給対象者、相続人等 

記録情報の収集方法 高額介護（予防）サービス費支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、相続人 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 住宅改修費支給台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 住宅改修の給付業務を滞りなく行うため 

記録項目 
１被保険者番号、２氏名、３給付額、４要介護度、５被保険者

種別、６負担割合 

記録範囲 住宅改修支給申請者 

記録情報の収集方法 住宅改修支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 配食利用者名簿 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 配食サービス利用者情報の把握、利用実績の管理 

記録項目 

１受付番号、２氏名、３性別、４住所、５地区、６郵便番号、

７電話番号、８生年月日、９年齢、１０受付日、１１利用開始

日、１２曜日、１３発送日、１４希望日（昼）、１５昼食数、

１６希望日（夕）、１７夕食数、１８種類、１９負担金、２０

利用会社名、２１世帯状況・障害、２２介護度、２３認定期間、

２４摘要、２５利用者別実績数 

記録範囲 対象者本人、対象者の緊急連絡先 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
民生委員、消防署、警察署、地域包括支援センター、配食サー

ビス事業者 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・高齢福祉係 

個人情報ファイルの名称 福祉カード受付名簿 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉カード申請者情報の把握 

記録項目 

１受付年月日、２受付番号、３氏名、４生年月日、５住所、６

電話番号、７地区、８備考 

記録範囲 対象高齢者本人 

記録情報の収集方法 本人（もしくは委任された者）の申請、住民情報システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 消防署、警察署、包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年１月１８日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 福祉用具購入費支給台帳 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉用具購入費の給付業務を滞りなく行うため 

記録項目 
１被保険者番号、２氏名、３給付額、４要介護度、５被保険者

種別、６負担割合 

記録範囲 福祉用具購入支給申請者 

記録情報の収集方法 福祉用具購入支給申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 
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個人情報ファイル簿（単票） 

【課名・係名】高齢福祉課・介護保険係 

個人情報ファイルの名称 要介護（要支援）認定情報個人ファイル 

行政機関等の名称 清須市 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康福祉部高齢福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 

65歳以上の者（または 40歳以上 64歳以下の方で特定疾病のあ

る者）の、介護保険要介護認定の申請を受付、要介護（要支援

もしくは非該当、申請却下）認定決定を行うために利用する。 

記録項目 

１申請日、２被保険者番号、３個人番号、４生年月日、５氏名、

７住所、８性別、９前回要介護認定情報、１０過去６ヶ月間の

介護保険施設・医療機関等入院入所の有無、１１提出代行者名、

１２提出代行者住所、１３提出代行者連絡先、１４主治医氏名、

１５医療機関名、１６医療機関所在地、１７第二号被保険者の

医療保険加入情報、１８認定調査立会者氏名、１９立会者連絡

先、２０調査先住所、２１主治医への受信状況、２２認知症状

の有無、２３身体状況等、２４主治医意見書、２５認定調査特

記事項、２６認定調査選択項目 

 

記録範囲 
介護保険要介護（要支援）認定申請者、提出代行者、認定調査

立会者、主治医 

記録情報の収集方法 

本人、介護保険要介護（要支援）認定受給者台帳、要介護（要

支援）認定申請書、認定調査確認票、主治医意見書、認定調査

特記事項、認定調査結果選択マークシート、介護認定審査会ソ

フト 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）清須市総務部総務課 

（所在地）〒452-8569 清須市須ケ口 1238番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備   考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年１月２０日 


